
町内会から新たな住民自治組織へ参画させる例題 

例 題 １（比較的人口が多い校区） 

 

Ａ班 

班長：妙見さん 
12世帯 

Ｂ班八代城アパート 

班長：晩白柚さん 
６世帯 

Ｃ班 

班長：彦一さん 
10世帯 

Ｄ班 

班長：日奈久さん 
８世帯 

・会議への参加
・広報紙の配布 
・町内会費の徴収等

○○町内会 

Ａ班 12 世帯 

町内担当：妙見さん 
校区担当：球磨川さん 

Ｂ班八代城アパート 6世帯 

町内担当：晩白柚さん 
校区担当：生姜さん 

Ｃ班 10 世帯 

町内担当：彦一さん 
校区担当：河童さん 

Ｄ班 8 世帯 

町内担当：日奈久さん 
校区担当：竹輪さん 

例 題 ２（比較的人口が少ない校区）

・町内会を代表して
1~2名選出すのか、 
あるいは、部会の数
に応じて選出する
のか検討 

・また、四役から選出
するのか、新たに委
員を設けて、選出す
るのかを検討 

※この例題２は、校区人口が少ない(構成町内回数が少ない)地域が適
していると言えます。 
※人口が多い地域において採用すると、大組織となり、動きが鈍く
なったり、意思決定に時間を有するということが考えられます。 

※人口が比較的に少ない地域において採用するとなり手不足の解消
や役員の負担軽減が見込まれます。 
※各部会への配置については、役員会等で決めていくことが考えら
れます。 

 

　　・

全世帯参加対象

会　計

班長会

○○会

　　・

総　会

四役会

※地域によっ
ては、理事、
集会長と言
われている
ところもあ
ります。 
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例えば・・・ 

※この例題１は、校区人口が比較的に多いところが適していると言えます。 
※町内会の役員にまちづくり委員を若干名設置し、その委員が住民自治組織の各
部会委員として参加するというものです。 
※設置される部会ごとに各町内会から委員を充てる場合や各町内会から 1 名選
出し、とある部会に所属するなど、選出の方法は各地域で異なります。 

 

　　・

全世帯参加対象

会　計

班長会

○○会

　　・

総　会

四役会

・各班より校区担当委
員を選出する 

・町内会議への参加 
・広報紙の配布 
・町内会費の徴収等 

役員会

事務局

総会

まちづくり部会
運営委員会

福祉部会

○○部会

文化スポーツ部会

環境部会

会　長

役員会

事務局

副会長

書　記
総会

まちづくり部会
運営委員会

福祉部会会　計

まちづくり委員
（若干名）

理事（各班長） ○○部会

文化スポーツ部会

環境部会
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役員会

事務局

総会

まちづくり部会
運営委員会

福祉部会

○○部会

文化スポーツ部会

環境部会

・町内会を代表して
1~2名選出すのか、 
あるいは、部会の数
に応じて選出する
のか検討 

・また、四役から選出
するのか、新たに委
員を設けて、選出す
るのかを検討 

・決定したことや 
連絡事項を報告 
及び協議 

Ｅ班 

班長：河童さん 
13世帯 

Ｆ班 

班長：五家荘さん 
11世帯 

Ｇ班トマトアパート 

班長：完熟さん 
12世帯 


